
号

外�十六
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

子
ど
も
家
庭
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
中｢

第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号｣

の
下
に｢

又
は
第
四
号｣

を
、｢

規
定
に
よ
り｣

の
下

に｢

市
町
村
、｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

児
童
委
員｣

の
下
に｢

、
市
町
村
長｣

を
加
え
る
。

第
十
二
条
中｢

同
条
第
二
項｣

を｢

第
二
項｣

に
、｢

若
し
く
は｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、｢

又
は
児

童(

児
童
に
つ
い
て
は
、
職
業
指
導
を
行
う
里
親
に
委
託
す
る
場
合
に
限
る
。)｣

を
削
る
。

第
十
四
条
中｢

指
定
医
療
機
関｣

を｢

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中｢

の
規
定
に
よ
り
一
時
保
護｣

を｢

に
規
定
す
る
一
時
保
護(

法
第
三
十
三
条

第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
一
時
保
護
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

一
時
保
護｣

と

い
う
。)｣
に
、｢

、
一
時
保
護
決
定
通
知
書｣

を｢

一
時
保
護
決
定
通
知
書｣

に
改
め
、｢

よ
り
当
該
児

童｣

の
下
に｢
又
は
法
第
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
延
長
者(

以
下｢

延
長
者｣

と
い
う
。)｣

を

加
え
、｢

、
一
時
保
護
委
託
通
知
書｣

を｢

一
時
保
護
委
託
通
知
書｣

に
、｢

委
託
者｣

を｢

委
託
先｣

に
改
め
、｢

及
び
当
該
児
童｣

の
下
に｢

又
は
延
長
者｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

法
第
三
十
三
条

第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る｣

を
削
り
、｢

、
一
時
保
護
解
除
決
定
通
知
書｣

を｢

一
時
保
護
解
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(

休
日
に
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た
る

と
き
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翌
日)

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日



備
考

備
考

(職
業
指
導
を
行
う
養
育
里

親
へ
委
任
す
る
場
合
)

児
童

の
同

意

職
業
指
導
を
行
う
養
育
里
親
へ
の
委
任
に
同
意
し
ま
す
｡

児
童
氏
名�

除
決
定
通
知
書｣

に
改
め
、｢

よ
り
当
該
児
童｣

の
下
に｢

又
は
法
第
三
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る

保
護
延
長
者(

以
下｢

保
護
延
長
者｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、｢

、
一
時
保
護
委
託
解
除
通
知
書｣

を

｢

一
時
保
護
委
託
解
除
通
知
書｣

に
、｢

委
託
者｣

を｢

委
託
先｣

に
改
め
、｢

及
び
当
該
児
童｣

の
下

に｢

又
は
保
護
延
長
者｣

を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

養
育
里
親
・
養
子
縁
組
希
望
里
親
・
親
族
里
親
登
録
申
請
書｣

を｢

養
育
里

親
・
養
子
縁
組
里
親
・
親
族
里
親
登
録
申
請
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

養
育
里
親
・
養
子
縁
組

希
望
里
親
・
専
門
里
親
・
親
族
里
親
調
査
票｣

を｢

養
育
里
親
・
養
子
縁
組
里
親
・
専
門
里
親
・
親
族

里
親
調
査
票｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
四
中｢

養
子
縁
組
希
望
里
親
名
簿｣

を｢

養
子
縁
組
里
親
名
簿｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
三
十
三
条
の
六
第
二
項
の
児
童
自
立
生
活
援
助(

以
下｢

児
童
自
立
生
活
援
助｣

と
い
う
。)

の
申
込
書
の
様
式
は
、
別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
三
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
二
中｢情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
通
所
部
｣

を｢児
童
心
理
治
療
施
設
通
所
部
｣

に
改
め
、

同
表
備
考
第
三
号
中｢情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
｣

を｢児
童
心
理
治
療
施
設
｣

に
、｢指

定
医
療

機
関
｣

を｢指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
五
号
中｢情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施

設
通
所
部
｣

を｢児
童
心
理
治
療
施
設
通
所
部
｣

に
、｢障

害
児
施
設
措
置
費
(給
付
費
等
)
国
庫
負

担
金
に
つ
い
て
｣

を｢障
害
児
入
所
給
付
費
等
国
庫
負
担
金
及
び
障
害
児
入
所
医
療
費
等
国
庫
負
担
金

に
つ
い
て
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
六
号
中｢情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
｣

を｢児
童
心
理
治
療
施

設
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
八
号�
中｢情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
｣

を｢児
童
心
理
治
療
施
設
｣

に
改
め
、
同
号�
中｢指

定
医
療
機
関
｣

を｢指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
の
二
中｢指

定
医
療
機
関
｣

を｢指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中 ｢県
事
務
所
長

(岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
)
様

福
祉
事
務
所
長

｣

を ｢市
町
村
長

県
事
務
所
長

(岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所
長
)

福
祉
事
務
所
長

様

｣

に
、｢第

26条
第
１
項
第
３
号
｣

を｢
第
３
号

第
26条
第
１
項
第
４
号
｣

に
、｢福

祉
事
務
所
へ
｣

を｢福
祉
事
務
所
等
へ
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中 ｢児

童
福
祉
司

児
童
委
員

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
主
事

知
的
障
害
者
福
祉
司

｣

を ｢児
童
福
祉
司

児
童
委
員

市
町
村

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉
主
事

知
的
障
害
者
福
祉
司

｣

に
改
め

る
。別

記
第
二
十
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
三
ま
で
の
規
定
中｢の

児
童
を
｣

を｢の

｣

に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
九
号
様
式
中｢養

子
縁
組
希
望
里
親
｣

を｢養
子
縁
組
里
親
｣

に
、｢養

育
里
親
研
修
｣

を｢養
育
里
親
研
修
又
は
養
子
縁
組
里
親
研
修
｣

に
、｢養

育
里
親
に
な
る
｣

を｢養
育
里
親
等
に
な

る
｣

に
、｢養

育
里
親
認
定
申
請
｣

を｢養
育
里
親
又
は
養
子
縁
組
里
親
認
定
申
請
｣

に
、｢養

育
里
親

希
望
者
｣

を｢養
育
里
親
又
は
養
子
縁
組
里
親
希
望
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
九
号
様
式
の
二
の
二
表�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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養
育
里
親

養
子
縁
組
里
親

親
族
里
親

専
門
里
親

養
育
里
親

養
子
縁
組
希
望

親
族
里
親

専
門
里
親

別
記
第
三
十
二
号
様
式
中｢養

子
縁
組
希
望
里
親
｣

を｢養
子
縁
組
里
親
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢養
育
里
親
研
修
修
了
｣

を｢養
育
里
親
研
修
又
は
養
子
縁
組
里
親
研
修
修
了
｣

に
、｢養

育
里
親
に
｣

を｢養
育
里
親
等
に
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み

な
す
。

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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目
一
番
一
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行
者
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岐
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芸
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